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使用料減免についてご理解とご協力を 

 

 
 

 

入力上の注意 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記を参考に入力してください。 
 

〇減免を受けようとする場合は、必ず文化会館にご相談ください。 

 

〇〔申請者〕〔使用責任者〕〔使用日時〕〔催事名称〕は使用許可申請書と同じ内容を記載して 

 ください。 

 

〇〔減免申請する理由〕は、詳細に入力してください。また、その理由を証する書類（開催要 

項、企画書、収支予算書等）を添付してください。 

 

〇この申請による決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算 

して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 

会館使用者の皆様から会館維持費の一部として使用料をいただいております。会

館の利用にあたって、公益上の必要があると認められるときには、使用料の一部ま

たは全部を減免することができます。 

使用料を減免することは、利用者に代わって市が使用料を負担することになりま

すので、使用の目的が公益に資することが明確になっていなければなりません。申

請にあたっては、趣旨を十分に理解いただき申請書を提出してください。 

１．太枠線内のみ入力してください。 

２．使用料減免申請書・使用料減免承認書をすべて印刷して提出してく 

ださい。 

なお、メールでの提出も可能です。 

３．「利用の手引き」を参照してください。 


